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相
続
税
廃
止
の
提
唱

高

田

源

虫
目
、
，
￥

一
、
は
　
し
　
が
　
き

　
　
　
資
本
主
義
社
会
は
、
私
有
財
産
制
の
上
に
立
つ
。
故
に
そ
の
尊
重
は
、
憲
法
そ
の
他
の
法
律
で
、
厳
し
く
定
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
わ

　
　
が
国
で
も
旧
憲
法
二
七
条
は
「
日
本
臣
民
門
外
ノ
所
有
権
ヲ
侵
サ
ル
ル
コ
ト
ナ
シ
」
と
定
め
、
新
憲
法
二
九
条
一
項
も
「
財
産
権
は
こ
れ

　
　
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
明
難
し
、
刑
法
で
も
、
財
産
の
不
法
侵
害
に
対
し
て
は
、
窃
盗
罪
（
刑
法
二
｝
二
五
条
）
、
強
盗
罪
（
刑
法
二
三

　
六
条
）
、
詐
欺
罪
（
刑
法
二
四
六
条
）
、
横
領
罪
（
刑
法
二
五
二
条
）
な
ど
多
く
の
犯
罪
類
型
を
定
め
、
こ
れ
が
保
護
に
任
じ
て
い
る
。
ま
た

　
　
私
有
財
産
を
強
制
的
に
徴
収
す
る
租
税
に
つ
い
て
は
、
必
ず
国
会
の
協
賛
を
経
た
狭
義
の
法
律
を
も
つ
て
定
め
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る

　
　
（
憲
法
三
〇
条
、
八
四
条
。
い
わ
ゆ
る
租
税
法
律
主
義
の
原
則
の
採
用
）
。
さ
ら
に
公
用
ま
た
は
公
益
の
た
め
に
、
私
有
財
産
を
収
用
し
、
使
用
す

　
　
る
な
ど
の
制
限
も
、
法
律
に
よ
ら
し
め
（
例
え
ば
土
地
収
用
法
、
都
市
計
画
法
な
ど
）
、
且
つ
「
正
当
な
補
償
の
下
に
」
お
い
て
の
み
、
公
共

説　
　
の
用
に
使
い
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
憲
法
二
九
条
三
項
に
定
め
て
い
る
。

論　
　
　
こ
の
よ
う
な
私
有
財
産
を
、
そ
の
所
得
者
一
代
限
り
の
も
の
と
す
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
理
論
上
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
国
民
の
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蓄
財
意
慾
を
減
殺
し
、
却
っ
て
国
民
経
済
上
の
著
し
い
弊
害
を
招
来
す
る
こ
と
が
容
易
に
肯
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
共

説　
産
主
義
か
ら
社
会
主
義
に
転
向
し
た
ソ
連
で
、
そ
の
私
有
財
産
の
相
続
制
を
認
め
、
国
家
の
子
供
と
し
て
の
社
会
施
設
の
普
及
を
見
て
い

論　
る
に
も
拘
ら
ず
、
養
子
制
度
を
復
活
し
た
と
こ
ろ
が
ら
も
う
か
が
い
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
し
か
し
、
資
本
主
義
の
躍
進
は
、
資
本
の
、
そ
し
て
財
産
の
偏
在
を
招
来
し
、
と
り
わ
け
証
券
資
本
主
義
の
徹
底
は
、
こ
れ
を
加
速
度

　
的
に
著
し
く
、
貧
富
の
差
を
著
し
く
し
て
、
社
会
問
題
を
深
刻
化
し
て
い
る
。
そ
こ
で
何
等
か
の
方
法
で
、
何
か
の
機
会
に
、
富
の
再
分

　
配
を
企
図
せ
ざ
る
を
得
な
く
し
て
い
る
。
そ
れ
に
は
種
々
の
方
法
が
考
慮
さ
れ
、
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
著
し
い
も
の
に
相
続
税
の

　
制
度
が
あ
り
、
現
在
は
広
く
資
本
主
義
諸
国
で
採
川
し
、
富
の
再
分
配
と
い
う
社
会
政
策
的
役
割
を
大
き
く
果
し
て
い
る
実
情
で
あ
る
。

　
　
し
か
し
そ
れ
は
相
続
税
制
の
現
代
的
役
割
で
あ
っ
て
、
同
制
度
を
初
め
か
ら
そ
う
し
た
も
の
と
理
解
し
解
説
す
る
こ
と
は
、
大
き
な
誤

　
り
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
相
続
税
は
、
近
代
税
制
の
採
用
が
明
治
六
年
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
治
三

　
八
年
に
創
設
を
見
た
こ
と
、
そ
し
て
当
初
か
ら
累
進
税
率
を
採
用
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
上
記
の
見
解
が
妥
当
す
る
如
く
で
あ
る
が
、
こ

　
れ
す
ら
も
、
後
述
の
如
く
必
ず
し
も
そ
う
で
な
い
而
が
あ
る
。
そ
し
て
各
国
の
相
続
税
は
必
ず
し
も
、
そ
う
で
な
か
っ
た
事
実
を
指
摘
し

　
た
い
。
す
な
わ
ち
相
続
税
は
、
古
く
は
エ
ジ
プ
ト
、
ロ
ー
マ
共
和
国
時
代
に
、
既
に
一
時
行
な
わ
れ
、
さ
ら
に
ロ
ー
マ
帝
政
時
代
に
は
数

　
百
年
に
亘
り
存
続
し
、
一
七
世
紀
に
は
西
欧
諸
国
で
広
く
利
用
し
て
い
た
制
度
で
あ
る
。
ま
た
近
世
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
南
独
の
諸
邦

　
で
は
収
益
税
を
中
心
に
相
続
税
、
火
酒
税
な
ど
を
財
政
収
入
の
中
核
と
し
て
い
た
こ
と
は
著
し
く
、
一
九
〇
六
年
の
独
逸
帝
国
成
立
後
、

　
間
も
な
く
邦
の
税
で
あ
っ
た
相
続
税
を
帝
国
に
奪
取
し
て
居
り
、
個
人
所
得
税
、
法
人
税
、
資
本
収
益
税
な
ど
が
創
設
を
見
た
の
は
一
九

　
二
〇
年
で
あ
る
。
米
国
で
も
、
そ
の
税
制
は
南
北
戦
争
か
ら
第
一
次
大
戦
ま
で
は
、
関
税
と
酒
と
煙
草
の
消
費
税
が
中
心
で
、
一
八
六
二

　
年
に
漸
く
所
得
税
、
相
続
税
、
銀
行
税
、
一
般
売
上
税
な
ど
の
直
接
税
を
創
設
し
た
が
、
所
得
税
は
国
民
に
喜
ば
れ
ず
、
所
得
税
な
ど
の

　
申
告
制
は
私
人
の
所
得
の
暴
露
で
あ
る
と
し
、
又
累
進
税
率
の
適
用
は
、
富
に
対
す
る
刑
罰
な
り
と
す
る
主
張
も
強
く
、
遂
は
一
八
七
二
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年
に
廃
止
し
、
再
び
輸
入
税
、
火
酒
、
煙
草
に
対
す
る
内
国
消
費
税
に
依
存
す
る
財
政
と
な
っ
た
が
、
一
九
＝
二
年
の
同
国
憲
法
改
正

で
、
直
接
税
と
し
て
の
連
邦
所
得
税
が
漸
く
復
活
し
、
そ
の
後
一
九
一
六
年
に
恒
久
的
相
続
税
が
遺
産
税
と
し
て
創
設
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
各
国
の
近
代
的
制
度
と
し
て
の
相
続
税
に
つ
い
て
も
、
初
期
の
も
の
は
、
そ
の
累
進
税
率
が
さ
し
て
高
度
で
な
か
っ
た
こ
と

は
、
次
項
に
示
す
と
こ
ろ
で
も
明
白
で
あ
り
、
そ
の
上
、
米
国
で
は
一
九
二
八
年
頃
に
至
っ
て
さ
え
相
続
税
廃
止
論
が
あ
り
、
議
会
に
現

実
に
提
案
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
（
一
九
二
八
年
、
時
の
蔵
相
メ
ロ
ン
に
よ
り
議
会
に
提
案
さ
れ
た
が
否
決
さ
れ
た
）
。
そ
し
て
富
の
再
分
配
、
不
労
利

得
の
抑
制
に
主
目
的
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
ソ
連
こ
そ
、
そ
の
私
有
財
産
の
相
続
に
際
し
、
強
度
の
累
進
率
を
も
つ
て
す
る
相
続
税
制
を

と
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
し
か
し
同
国
は
後
述
す
る
如
く
、
こ
の
種
の
税
目
を
有
し
な
い
の
で
あ
る
、

　
す
な
わ
ち
、
相
続
税
は
税
制
の
一
で
あ
る
限
り
、
税
の
主
目
的
で
あ
る
収
入
目
的
に
奉
仕
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
徒
ら
に
そ
の
副
目
的

に
眩
惑
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
と
考
え
る
も
の
で
あ
り
、
わ
が
国
近
時
の
税
法
の
立
法
態
度
に
反
省
を
促
し
た
い
と
共
に
、
余
り
に
も
社
会
政

策
当
行
、
産
業
政
策
興
行
、
人
口
政
策
里
美
な
ど
の
早
戸
に
奉
仕
す
べ
き
も
の
と
し
て
の
学
説
と
運
用
に
賛
し
な
い
立
場
を
主
張
し
、
従
っ

て
そ
の
あ
り
方
と
方
法
・
運
用
な
ど
に
つ
き
改
正
を
要
望
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
各
国
の
相
続
税
制
の
変
遷
と
あ
り
方

　
　
　
イ
一
般
　
　
資
本
主
義
の
諸
国
で
は
、
　
殆
ん
ど
相
続
税
な
ら
び
に
贈
与
税
の
制
度
を
お
き
、
　
し
か
も
そ
の
税
率
は
単
純
税
率
に
よ
ら

説　
　
ず
、
累
進
税
率
で
、
か
つ
そ
の
累
進
の
相
当
強
度
で
あ
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
種
の
税
制
が
創
設
さ
れ
た
の
は
、
一
般
に

論　
　
所
得
税
そ
の
他
よ
り
著
し
く
お
そ
い
の
が
通
例
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
中
央
税
で
あ
り
、
地
方
税
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
殆
ん
ど
な
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い
こ
と
も
特
色
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
制
度
の
内
容
、
課
税
標
準
、
税
率
、
免
税
点
そ
の
他
の
定
め
方
は
、
そ
の
国
に
よ
っ
て
、

説　
　
相
当
の
相
異
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
概
括
的
に
吟
味
す
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
相
続
税
、
　
贈
与
税
の
あ
り
方
を
理
解
し
、
　
批
判
す
る
上
か

論　
　
ら
、
き
わ
め
て
有
用
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
　
　
口
独
逸
　
　
独
逸
の
相
続
税
は
（
国
『
げ
ω
O
げ
鋤
h
け
ω
件
①
二
①
【
）
、
一
九
〇
六
年
忌
創
設
さ
れ
た
が
、
　
当
時
「
直
接
税
は
各
邦
に
、
間
接
税
は
帝

　
　
国
に
」
と
の
同
国
の
課
税
原
則
に
違
反
す
る
と
の
批
判
を
お
そ
れ
て
、
そ
の
形
式
は
印
紙
税
と
し
て
、
直
接
税
た
る
実
質
を
陰
蔽
し
て
徴

　
　
課
し
た
。
そ
の
後
一
九
一
九
年
の
同
国
の
全
般
的
税
制
改
正
の
際
に
改
正
を
見
、
従
来
の
遺
産
取
得
税
に
加
え
て
遺
産
総
額
に
課
税
す
る

　
　
相
続
税
制
を
導
入
さ
れ
た
。
し
か
し
一
九
二
二
年
の
改
正
で
廃
止
さ
れ
、
一
九
二
五
年
の
税
制
大
改
正
で
、
現
行
制
度
の
基
礎
を
定
立
し

　
　
た
。
す
な
わ
ち
、
独
の
相
続
税
は
死
亡
に
よ
る
財
産
取
得
と
生
前
の
贈
与
に
課
税
す
る
も
の
で
遺
産
取
得
税
だ
け
で
は
な
く
、
実
質
的
な

　
　
贈
与
税
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
り
、
納
税
義
務
者
は
原
則
と
し
て
財
産
取
得
者
で
あ
る
が
、
贈
与
の
と
き
は
贈
豊
富
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

　
　
の
課
税
は
、
相
続
人
と
被
相
続
人
と
の
関
係
の
親
疎
に
応
じ
て
、
五
階
級
に
分
け
、
第
一
階
平
す
な
わ
ち
配
偶
者
及
び
子
供
の
場
合
は
最

　
　
低
二
％
よ
り
最
高
一
五
％
、
第
五
階
級
の
場
合
は
最
低
一
四
％
か
ら
最
高
六
〇
％
と
し
、
別
に
そ
の
階
級
に
よ
り
異
な
る
控
除
と
免
税
点

　
　
を
設
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
一
九
三
四
年
の
ナ
チ
ス
の
大
改
正
が
あ
っ
た
が
、
制
度
の
基
本
に
つ
い
て
は
な
く
、
戦
後
に
も
、
貨

　
　
幣
価
値
の
変
動
と
財
政
需
要
か
ら
の
税
率
の
変
更
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
基
本
制
度
の
変
更
を
行
っ
て
い
な
い
。

　
　
　
（
註
一
）
独
逸
の
税
制
及
び
相
続
税
制
に
つ
い
て
は
、
》
一
び
①
算
＝
①
昌
。
。
①
㌍
ω
8
ロ
①
護
①
。
耳
二
⑩
ω
ω
●
哨
●
幻
①
ヨ
げ
碧
費
”
U
一
⑦
鵠
①
β
①
昌
ω
8
0
①
目
σ
q
①
ω
①
訂
．
お

　
　
　
　
　
　
ω
伊
野
津
高
次
郎
「
独
逸
税
制
発
達
史
」
、
　
加
藤
清
「
戦
後
各
論
租
税
制
度
研
究
」
三
五
八
頁
以
下
等
参
照
。

　
　
　
ハ
米
国
　
米
国
に
お
い
て
恒
久
税
と
し
て
相
続
税
（
日
り
げ
①
　
閏
U
ω
一
①
梓
〇
　
一
「
①
×
）
が
始
め
て
現
わ
れ
た
の
は
一
九
一
六
年
で
あ
る
。
　
当
時

　
　
の
そ
れ
は
遺
産
総
額
を
課
税
標
準
と
す
る
も
の
で
、
税
率
は
一
％
よ
り
一
〇
％
ま
で
の
累
進
制
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
二
四
年
改
正

　
　
で
最
高
四
〇
％
ま
で
と
な
っ
た
が
、
二
七
年
に
半
減
さ
れ
、
基
礎
控
除
も
あ
げ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
当
時
の
同
国
で
の
相
続
税
廃
止
論
の
影
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響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
九
二
九
年
か
ら
の
不
況
に
よ
る
財
政
窮
乏
の
た
め
、
反
対
に
増
率
さ
れ
、
さ
ら
に
第
一
次
大
戦
時
中

　
　
の
一
九
四
〇
年
歳
入
法
で
大
巾
の
引
上
げ
を
行
っ
た
。
現
行
の
相
続
税
は
、
遺
産
本
税
と
附
加
税
か
ら
成
る
構
成
を
と
る
こ
と
が
、
特
色

　
　
で
あ
る
が
、
既
述
の
如
く
総
遺
産
額
か
ら
葬
儀
費
用
、
遺
産
管
理
費
、
遺
産
に
対
す
る
負
債
、
国
又
は
州
な
ど
の
公
共
団
体
あ
る
い
は
宗

　
　
教
．
慈
善
．
芸
術
．
教
育
団
体
等
へ
の
遺
贈
分
を
控
除
し
た
も
の
に
課
税
す
る
が
、
一
定
額
の
基
礎
控
除
と
夫
婦
間
の
財
産
移
転
の
と
き

　
　
は
、
遺
産
価
額
の
半
額
を
免
除
す
る
制
度
を
お
い
て
い
る
。
そ
し
て
税
率
は
、
遺
産
本
税
で
一
一
％
よ
り
二
〇
％
ま
で
の
累
進
に
過
ぎ
な

　
　
い
が
、
附
加
税
の
方
で
は
三
九
％
よ
り
七
七
％
ま
で
の
高
率
累
進
制
を
採
用
し
て
い
る
。
別
に
贈
与
税
の
制
度
を
設
け
て
、
こ
の
補
完
税

　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
　
と
し
て
い
る
。

　
　
　
（
註
一
）
米
国
の
税
制
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
〉
・
頃
き
α
ざ
冒
7
雲
騨
。
昌
8
p
口
傷
。
島
一
部
×
Φ
ω
二
縄
Φ
和
国
Φ
H
α
o
P
O
霞
p
①
≦
富
畠
自
m
一
富
×
Φ
ω

　
　
　
　
　
　
お
ω
斜
　
野
津
高
次
郎
「
米
国
税
制
発
達
史
」
、
加
藤
清
、
　
「
前
掲
書
」
一
〇
二
頁
以
下
。

　
　
　
二
英
国
　
英
国
の
相
続
税
（
U
＄
甚
U
三
凶
①
ω
）
は
遺
産
税
（
国
ω
8
冨
U
三
戸
）
と
遺
産
取
得
税
（
ピ
Φ
σ
q
麟
身
U
三
《
①
巳
ω
琴
8
ω
ω
δ
p
O
三
嘱
）

　
　
の
二
種
に
分
け
て
い
る
。
税
収
入
の
面
か
ら
は
遺
産
税
が
重
要
で
あ
り
、
遺
産
取
得
税
は
そ
の
補
完
税
と
し
て
存
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ

　
　
の
遺
産
税
は
、
死
亡
を
原
因
と
し
て
の
財
産
移
転
に
課
税
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
生
命
保
険
金
と
死
亡
前
三
丁
年
以
内
に
行
な
わ
れ
た
贈

　
　
与
を
加
算
す
る
。
た
だ
前
相
続
後
五
年
以
内
に
発
生
し
た
場
合
は
、
前
相
続
後
幅
一
年
目
は
遺
産
額
の
五
〇
％
、
第
二
年
目
で
は
四
〇
％
、

　
　
第
三
年
目
三
〇
％
、
第
四
年
目
二
〇
％
、
第
五
年
目
は
一
〇
％
の
控
除
を
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
葬
儀
費
、
被
相
続
人
の
債

　
　
務
な
ど
は
控
除
さ
れ
る
が
、
　
そ
の
遺
産
評
価
は
死
亡
当
時
の
時
価
に
よ
る
が
、
　
納
税
義
務
者
は
、
遺
言
執
行
者
も
し
く
は
財
産
の
移
転

　
　
を
受
け
、
ま
た
は
財
産
の
処
理
を
委
任
さ
れ
た
受
託
者
で
あ
る
。
し
か
も
遺
産
税
に
は
被
相
続
人
と
相
続
人
と
の
間
の
続
柄
の
親
疎
に
関

説　
　
係
な
く
、
専
ら
相
続
財
産
の
価
格
に
よ
る
累
進
税
率
を
適
用
し
、
二
四
％
よ
り
七
五
％
ま
で
と
し
て
い
る
。
な
お
遺
産
取
得
税
は
沿
革
上

論　
　
の
理
由
か
ら
動
産
に
対
し
て
は
H
①
σ
q
9
。
6
く
U
ロ
な
を
、
不
動
産
に
は
、
ω
目
0
6
①
ω
ω
一
〇
口
b
¢
ξ
を
課
し
、
共
に
遺
産
の
現
実
の
取
得
価
額
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説

に
よ
り
、
免
税
点
は
あ
る
が
、
受
益
者
の
死
亡
者
に
対
す
る
親
疎
の
み
に
よ
る
税
率
の
差
が
あ
る
の
み
で
、
そ
の
価
格
の
大
小
に
よ
る
累

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

進
税
率
と
し
て
い
な
い
点
に
特
色
が
あ
る
。

　
（
註
一
）
　
こ
の
英
国
の
税
制
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
即
O
p
Φ
一
ω
♂
昌
昌
σ
Q
一
一
ω
9
①
O
『
＝
ゆ
ω
8
琴
諺
《
ω
8
ヨ
ニ
G
。
α
の
・
加
藤
清
「
戦
後
各
国
粗
税
制
度
研
究
」

　
　
　
　
　
一
＝
頁
以
下
。
特
に
相
続
税
に
つ
き
一
五
五
頁
以
下
、
桜
井
四
郎
「
相
続
税
法
の
解
説
」
四
一
頁
以
下
。

　
ホ
仏
国
　
　
仏
国
の
相
続
税
は
一
九
一
七
年
以
来
遺
産
取
得
税
と
遺
産
税
の
二
種
と
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
三
四
年
に
後
者
が
前
者
に

併
合
さ
れ
て
遺
産
取
得
税
一
本
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
他
の
諸
国
の
如
く
直
接
税
で
は
な
く
、
登
録
官
庁
の
管
理
下
に
あ
る
登
録
税
の

形
式
を
と
っ
て
い
る
点
が
特
徴
的
と
言
え
よ
う
。
例
え
ば
一
九
四
〇
年
税
法
に
よ
れ
ば
、
本
税
は
相
続
人
の
取
得
し
た
資
産
か
ら
負
債
、

医
療
費
、
死
亡
者
の
租
税
な
ど
を
控
除
し
た
額
を
課
税
標
準
と
し
、
死
亡
者
の
直
系
親
族
ま
た
は
妻
が
相
続
す
る
場
合
は
三
万
フ
ラ
ン
、

ま
た
死
亡
者
に
遺
子
が
三
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
三
人
の
場
合
二
〇
％
、
四
人
の
場
合
五
〇
％
、
五
人
の
と
き
一
〇
〇
％
を
控
除
す
る
。

し
か
し
課
税
方
法
は
極
め
て
複
雑
で
、
被
相
続
人
と
相
続
人
と
の
親
等
の
親
疎
に
よ
っ
て
一
〇
階
級
に
分
け
、
さ
ら
に
各
階
谷
町
に
遺
子

の
数
の
多
寡
に
よ
っ
て
三
又
は
四
に
区
分
し
、
総
計
二
五
の
区
分
と
し
、
さ
ら
に
取
得
財
産
の
多
寡
に
よ
り
各
十
三
階
級
に
分
け
て
超
過

累
進
税
率
を
適
用
し
、
そ
の
税
率
は
最
低
八
％
よ
り
最
高
八
○
％
に
至
る
も
の
で
あ
っ
た
。
別
に
相
続
税
の
補
完
の
圓
的
で
贈
与
税
が
あ

り
、
課
税
方
法
は
前
記
の
も
の
と
似
る
が
、
税
率
は
最
低
三
％
よ
り
最
高
五
二
％
ま
で
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
冷
次
大
戦
後
に
は
、
一

九
四
七
年
に
小
改
正
を
行
な
い
、
そ
の
税
率
は
最
低
六
％
よ
り
、
最
高
税
率
は
一
千
万
フ
ラ
ン
以
上
に
対
す
る
五
九
・
八
％
ま
で
の
累
進

税
率
を
定
め
て
い
る
。

　
ヘ
ソ
連
　
　
ソ
連
邦
は
、
既
述
の
如
く
消
費
手
段
に
限
ら
れ
た
私
有
財
産
を
認
め
、
そ
の
相
続
も
認
め
て
い
る
が
、
そ
の
相
続
に
特
別

の
課
税
を
行
な
っ
て
い
な
い
（
国
。
圏
N
ヨ
飴
p
ω
o
≦
雲
臼
鋤
×
①
二
〇
p
お
㎝
9
）
。
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三
、
わ
が
国
の
相
続
税
制
の
変
遷

　
　
　
わ
が
国
の
近
代
税
制
の
出
発
は
、
明
治
六
年
七
月
の
地
租
改
正
条
例
に
初
ま
り
、
徳
川
時
代
の
「
小
物
成
」
と
呼
ば
れ
た
千
五
百
種
に

　
　
及
ぶ
雑
税
を
整
理
し
て
、
酒
造
税
、
船
税
、
車
税
、
醤
油
税
、
菓
子
税
、
煙
草
税
、
鉱
業
税
な
ど
十
数
種
の
雑
税
を
配
し
た
も
の
と
な
つ

　
　
て
い
た
が
、
二
〇
年
三
月
の
所
得
税
法
に
よ
っ
て
同
年
七
月
か
ら
所
得
税
を
創
設
し
、
二
九
年
三
月
に
早
業
税
法
を
公
布
し
て
三
〇
年
元

　
　
日
よ
り
実
施
し
、
三
七
年
三
月
の
日
露
戦
争
の
初
期
の
非
常
特
別
税
法
で
も
、
砂
糖
消
費
税
、
毛
織
物
消
費
税
、
石
油
消
費
税
を
創
設
し

　
　
た
に
止
ま
っ
て
い
た
が
、
漸
く
三
八
年
一
月
の
第
二
次
非
常
特
別
税
の
一
と
し
て
、
相
続
税
の
創
設
を
見
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
す
な
わ
ち
、
相
続
税
法
は
明
治
三
八
年
法
律
一
〇
号
と
し
て
公
布
さ
れ
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
　
当
時
の
相
続
税
は
、

　
　
の
相
続
開
始
の
際
に
日
本
に
あ
る
財
産
の
価
額
を
標
準
と
し
て
課
税
す
る
も
の
と
し
、
口
被
相
続
人
が
日
本
に
住
所
を
有
す
る
と
き
は
、

　
　
日
本
に
あ
る
動
産
お
よ
び
不
動
産
、
当
該
不
動
産
上
に
有
す
る
権
利
そ
の
他
の
財
産
権
を
も
っ
て
相
続
財
産
と
し
、
ま
た
被
相
続
人
が
日

　
　
本
に
住
所
を
有
し
な
い
と
き
は
、
日
本
に
あ
る
動
産
お
よ
び
不
動
産
、
当
該
不
動
産
上
の
権
利
を
も
っ
て
相
続
財
産
と
す
る
。
口
課
税
原

　
　
因
は
、
家
督
相
続
の
開
始
、
遺
産
相
続
の
開
始
、
被
相
続
人
が
推
定
家
督
相
続
人
以
外
の
者
に
対
し
て
行
っ
た
財
産
の
贈
与
、
お
よ
び
分

　
　
家
を
行
な
う
に
際
し
、
ま
た
は
分
家
の
後
、
本
家
の
戸
主
が
分
家
の
戸
主
ま
た
は
家
族
に
対
し
て
行
な
っ
た
財
産
の
贈
与
で
あ
り
、
こ
れ

　
　
ら
の
原
因
に
よ
り
、
移
転
す
る
財
産
の
価
額
を
課
税
標
準
と
し
た
。
㈲
免
税
点
は
、
家
督
相
続
に
つ
い
て
は
千
円
、
遺
産
相
続
は
五
百
円

　
　
と
し
、
㈲
税
率
は
被
相
続
人
と
の
続
柄
の
親
疎
に
従
っ
て
三
種
に
分
ち
、
第
一
種
の
最
低
率
千
分
の
十
二
か
ら
第
三
種
の
最
高
率
千
分
の

　
　
百
五
十
に
亘
る
超
過
累
進
税
と
し
、
遺
産
相
続
で
は
、
第
一
種
の
最
低
率
千
分
．
の
十
五
か
ら
第
三
種
の
最
高
率
千
分
の
百
六
十
と
し
て
い

説　
　
た
。
因
相
続
税
を
課
せ
ら
れ
た
後
三
年
以
内
に
更
に
相
続
が
開
始
し
た
と
き
は
、
前
の
相
続
額
に
対
す
る
相
続
税
を
免
除
し
、
五
年
以
内

払
岬
、
　
　
で
は
前
の
相
続
税
の
半
額
を
免
除
す
る
こ
と
と
し
、
㈲
税
は
決
定
の
と
き
一
時
に
納
付
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
税
額
百
円
以
上
の
と
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論説

き
は
担
保
を
提
供
し
て
三
年
以
内
の
年
賦
延
納
を
認
め
て
い
た
。
次
い
で
戦
後
の
四
三
年
の
税
制
整
理
で
減
免
年
限
（
五
年
以
内
と
七
年
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
0

内
の
再
相
続
の
減
免
と
し
た
）
と
年
賦
延
納
年
限
（
三
年
を
五
年
と
延
長
し
た
）
を
延
長
し
、
　
且
つ
家
督
相
続
の
税
率
（
千
分
の
十
よ
り
千
分
の
百
ゆ

四
十
五
）
を
引
下
げ
た
。
さ
ら
に
大
正
三
年
の
減
税
整
理
の
際
も
家
督
相
続
の
税
率
を
半
減
し
（
千
分
の
五
乃
至
千
分
の
七
十
五
）
、
免
税
点
　
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

（
家
督
は
二
千
円
、
遺
産
は
依
然
と
し
て
五
百
円
）
を
引
上
げ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
9

　
そ
し
て
第
一
次
世
界
大
戦
が
大
正
三
年
七
月
に
勃
発
し
、
同
年
八
月
に
は
日
本
も
参
戦
し
た
が
、
そ
の
際
所
得
税
と
酒
税
の
増
徴
を
行

な
い
、
別
に
戦
時
利
得
税
を
創
設
し
た
が
、
相
続
税
に
つ
い
て
の
変
更
増
徴
な
ど
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
大
正
九
年
の
税
の
大
増

徴
の
改
正
の
際
も
同
様
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
大
正
一
五
年
忌
税
制
整
理
は
税
負
担
の
均
衡
、
特
に
中
小
所
得
者
の
負
担
軽
減
に
よ
る
社
会
政
策
的
効
果
を
目
標
と
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
こ

も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
相
続
税
に
つ
い
て
重
大
な
改
正
を
敢
行
し
た
（
一
五
年
三
月
二
七
日
法
律
一
三
号
相
続
税
砂
中
改
正
）
。
す
な
わ
ち
家

督
相
続
の
免
税
点
を
二
千
円
か
ら
五
千
円
へ
、
遺
産
相
続
の
そ
れ
を
五
百
円
か
ら
千
円
へ
と
引
上
げ
、
そ
の
税
率
の
段
階
を
改
め
て
全
般

的
に
引
上
げ
、
年
賦
延
納
期
間
を
五
年
以
内
か
ら
七
年
以
内
と
す
る
改
正
で
あ
っ
た
。
と
く
に
、
そ
の
税
率
は
、
家
督
相
続
に
つ
い
て
は

課
税
価
額
五
千
円
以
下
に
対
す
る
直
系
卑
属
の
相
続
の
場
合
千
分
の
五
と
い
う
率
で
、
こ
の
点
は
変
化
な
い
が
、
最
高
五
百
万
円
を
超
え

る
と
き
は
千
分
の
百
三
十
と
し
、
指
定
相
続
人
・
直
系
尊
属
な
ど
の
場
合
の
最
低
は
千
分
の
六
、
最
高
は
千
分
の
百
四
十
。
そ
し
て
相
続

入
が
民
法
九
八
五
条
に
よ
る
選
定
者
な
る
と
き
の
最
低
は
千
分
の
八
、
最
高
千
分
の
百
六
十
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
遺
産
相
続
で
は
、
直
系

卑
属
相
続
の
千
円
以
下
の
も
の
に
対
す
る
最
低
税
率
は
千
分
の
十
、
最
高
は
五
百
万
円
超
過
の
千
分
の
百
八
十
、
相
続
人
が
配
偶
者
．
直

系
尊
属
の
と
き
の
最
低
千
分
の
十
二
、
最
高
千
分
の
百
九
十
、
相
続
人
が
そ
れ
以
外
の
場
合
の
最
低
千
分
の
十
七
、
最
高
千
分
の
二
百
十

と
し
た
。

　
そ
し
て
昭
和
一
二
年
の
法
律
三
号
臨
時
租
税
増
徴
法
で
、
こ
の
相
続
税
に
つ
き
課
税
価
格
の
階
級
に
よ
っ
て
、
百
分
の
二
十
乃
至
百
分



　
　
め
百
の
増
徴
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
す
な
わ
ち
課
税
価
額
一
万
円
以
下
の
と
き
は
相
続
税
額
の
百
分
の
二
十
、
三
万
円
以
下
の
と
き
百
分

　
　
の
三
十
、
五
万
円
以
下
の
と
き
百
分
の
五
十
、
十
万
円
以
下
の
と
き
百
分
の
八
十
、
十
万
円
を
超
え
る
と
き
百
分
の
百
の
増
徴
を
行
う
も

　
　
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
代
り
年
賦
延
納
期
間
は
従
来
の
七
年
を
延
長
し
て
十
年
以
内
と
し
た
。

　
　
　
さ
ら
に
昭
和
＝
二
年
以
降
に
至
り
生
命
保
険
金
お
よ
び
死
亡
退
職
金
を
相
続
財
産
に
加
え
て
課
税
財
産
と
す
る
な
ど
の
課
税
上
の
合
理

　
　
化
を
行
い
、
ま
た
太
平
洋
戦
争
の
戦
費
調
達
の
た
め
の
増
徴
を
数
次
行
っ
た
が
、
税
制
自
体
の
改
正
を
行
っ
て
い
な
い
。

　
　
　
と
こ
ろ
が
、
終
戦
後
、
す
な
わ
ち
昭
和
二
二
年
に
至
っ
て
、
日
相
続
法
の
改
正
に
応
じ
て
、
家
督
相
続
制
が
廃
止
さ
れ
た
の
で
、
こ
の

　
相
続
税
法
で
も
家
督
相
続
税
を
廃
止
し
て
、
遺
産
相
続
一
本
と
し
、
口
従
前
の
親
族
間
の
贈
与
の
み
に
課
税
し
て
い
た
相
続
税
制
を
改
め

　
　
て
、
広
く
他
人
に
対
す
る
贈
与
を
も
課
税
対
象
と
す
る
贈
与
税
を
同
税
法
中
に
新
設
し
た
。
日
相
続
税
の
納
税
義
務
者
は
、
相
続
人
、
受

　
　
遺
者
お
よ
び
相
続
開
始
前
二
年
以
内
に
当
該
相
続
人
か
ら
財
産
の
贈
与
を
受
け
た
者
と
し
、
相
続
開
始
前
二
年
以
内
の
贈
与
財
産
の
価
額

　
　
は
相
続
財
産
に
加
算
し
、
従
来
の
免
税
点
の
制
度
を
廃
止
し
て
、
　
五
万
円
の
基
礎
控
除
制
に
改
め
、
扶
養
家
族
控
除
の
制
度
を
廃
止
し

　
　
た
。
四
贈
与
税
は
、
財
産
を
贈
与
し
た
個
人
に
対
し
て
課
税
す
る
も
の
と
し
、
基
礎
控
除
を
五
万
円
と
し
、
そ
の
税
率
は
、
相
続
税
の
第

　
　
三
種
の
税
率
と
同
様
の
税
率
に
す
る
が
、
贈
与
税
額
は
贈
与
者
の
一
生
を
通
じ
て
し
た
贈
与
財
産
の
価
額
を
累
積
し
て
計
算
す
る
も
の
と

　
　
し
た
。
働
相
続
税
及
び
贈
与
税
の
双
方
と
も
に
申
告
納
税
制
度
を
採
用
し
、
相
続
税
に
つ
い
て
は
、
相
続
開
始
後
四
月
以
内
に
、
ま
た
贈

　
　
与
税
に
つ
い
て
は
、
贈
与
し
た
年
の
翌
年
一
月
一
日
よ
り
同
末
日
ま
で
に
申
告
納
税
す
る
こ
と
と
し
、
納
付
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
な
い

　
　
と
き
は
、
加
算
税
お
よ
び
追
徴
税
を
徴
収
す
る
も
の
と
し
た
。

　
　
　
そ
の
税
率
は
、
被
徴
続
人
と
の
親
疎
に
よ
る
第
一
種
、
第
二
種
、
第
三
種
に
三
区
分
し
、
二
万
円
以
下
の
金
額
に
対
し
百
分
の
十
（
第

説　
　
一
種
）
を
最
低
と
し
、
最
高
は
五
百
万
円
を
超
え
る
金
額
に
対
し
て
の
第
三
種
相
続
人
の
場
合
の
百
分
の
六
十
五
ま
で
と
し
、
贈
与
税
の

論　
　
最
低
率
は
二
万
円
以
下
の
金
額
百
分
の
十
五
を
最
低
と
し
、
五
百
万
円
を
超
え
る
金
額
に
対
す
る
百
分
の
六
十
五
を
最
高
と
す
る
も
の
と
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論説
し
て
い
た
。

　
そ
の
翌
年
の
二
三
年
に
も
若
干
の
改
正
が
行
な
わ
れ
た
が
、
相
続
税
課
税
の
基
本
問
題
に
ふ
れ
る
大
改
正
は
、
昭
和
二
五
年
と
二
八
年

の
改
正
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
戦
後
の
イ
ン
フ
レ
は
二
四
年
の
ド
ッ
ヂ
、
ラ
イ
ン
に
よ
る
完
全
均
衡
予
算
の
採
用
．
で
漸
く
下
火
と
な
っ

た
が
、
国
民
の
税
負
担
は
空
前
の
重
さ
を
加
え
、
そ
の
負
担
の
公
平
と
軽
減
が
わ
が
朝
野
の
熾
烈
な
要
望
で
あ
っ
た
．
総
司
令
部
は
、
そ

の
た
め
税
制
の
全
面
的
改
正
の
調
査
立
案
を
企
図
し
、
米
国
よ
り
シ
ヤ
ウ
プ
博
士
を
主
斑
と
す
る
七
名
の
日
本
税
制
調
査
団
を
招
致
し
、

同
使
節
団
が
一
，
一
九
年
九
月
に
日
本
税
制
報
告
書
を
公
表
し
た
が
、
二
五
年
の
日
本
税
制
の
根
本
改
正
は
、
こ
の
土
止
呈
日
の
線
に
沿
っ
た
も

　
　
　
　
　
ニ
　

の
で
あ
っ
た
。
同
年
の
新
相
続
税
法
（
法
七
三
号
）
に
よ
っ
て
、
8
相
続
税
お
よ
び
贈
与
税
は
と
も
に
、
従
前
の
遺
産
課
税
主
義
に
代
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ご
つ

て
取
得
者
課
税
主
義
を
採
用
し
、
遺
産
と
贈
与
の
受
領
者
に
対
し
て
累
積
的
取
得
税
を
課
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
口
そ
し
て
各
財
産
取
得

者
毎
に
、
一
生
の
収
得
財
産
か
ら
一
五
万
円
の
特
別
控
除
を
行
な
い
、
税
率
は
二
〇
万
円
以
下
の
金
額
に
対
す
る
；
五
％
よ
り
五
〇
〇
〇
万

円
を
超
え
る
金
額
に
対
す
る
九
〇
％
に
及
ぶ
高
度
の
超
過
累
進
税
率
を
採
用
し
た
。
日
し
か
し
税
負
担
の
適
正
化
を
図
る
た
め
未
成
年
者

控
除
、
配
偶
者
控
除
お
よ
び
老
年
者
控
除
の
制
度
を
設
け
、
さ
ら
に
相
次
相
続
控
除
の
制
度
を
合
理
化
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
二
五
年
法
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
る
財
産
取
得
者
の
一
生
を
通
じ
て
の
累
積
課
税
は
、
税
務
行
政
上
極
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
二
八
年
の
改
正
（
法
律
一
六
五
号
）

で
、
前
記
の
シ
ヤ
ウ
プ
勧
告
通
り
取
得
者
課
税
主
義
を
維
持
し
な
が
ら
、
財
産
取
得
者
の
一
生
を
通
ず
る
累
積
課
税
の
制
度
を
改
め
る
た

あ
、
再
び
相
続
税
と
贈
与
税
の
二
本
建
の
税
制
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
累
積
課
税
制
度
を
廃
止
し
、
相
税
お
よ
び
包
括
遺
贈
に
よ

っ
て
取
得
し
た
財
産
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
相
続
税
を
、
ま
た
贈
与
お
よ
び
特
定
遺
贈
に
よ
っ
て
取
得
し
た
財
産
に
つ
い
て
は
、
そ
の

年
中
の
一
年
間
の
分
を
合
算
し
て
贈
与
税
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
財
産
取
得
者
に
課
税
す
る
こ
と
と
し
、
相
続
開
始
前
二
年
以
内
に
相
続

入
が
被
相
続
人
か
ら
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
の
価
額
は
、
相
続
財
産
に
加
算
し
て
、
相
続
税
を
計
算
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
税
率
も
多
少
低
率
化
し
た
。
す
な
わ
ち
相
続
税
は
、
二
〇
万
円
以
下
の
金
額
に
対
す
る
百
分
の
一
〇
よ
り
＝
二
段
階
に
き
ざ
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み
税
率
を
五
％
宛
加
え
、
最
高
の
一
億
円
を
超
え
る
金
額
に
対
す
る
税
率
の
百
分
の
七
〇
を
最
高
率
と
定
め
、
贈
与
税
に
つ
い
て
は
、
金

額
二
〇
万
円
以
下
の
金
額
に
対
す
る
百
分
の
一
五
を
最
低
率
と
し
、
十
一
段
階
に
分
ち
三
千
万
円
を
超
え
る
金
額
に
対
す
る
百
分
の
七
〇

を
最
高
率
と
す
る
超
過
累
進
税
率
と
し
た
。

　
な
お
、
二
九
年
改
正
法
（
法
三
九
号
）
で
も
、
定
期
金
に
関
す
る
権
利
の
課
税
加
算
方
法
、
非
課
税
財
産
項
目
、
控
除
公
課
な
ど
、
技
，

術
的
改
正
で
あ
り
、
そ
の
後
も
三
三
年
忌
三
五
年
に
改
正
が
行
な
わ
れ
た
が
、
相
続
税
・
贈
与
税
と
も
に
、
最
低
税
率
を
課
す
る
課
税
標

準
額
を
、
従
前
の
二
〇
万
円
以
下
と
あ
っ
た
と
こ
ろ
を
三
〇
万
円
以
下
と
変
更
し
、
そ
の
累
進
の
刻
み
方
を
変
更
し
た
が
、
最
高
課
税
標

準
額
と
最
高
率
に
は
変
更
を
し
て
い
な
い
で
現
行
法
に
至
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
と
く
に
、
こ
の
間
、
昭
和
三
〇
年
の
民
主
党
第
一
党

と
な
っ
て
成
立
し
た
第
二
次
鳩
山
内
閣
の
税
制
改
革
で
は
、
相
続
税
に
手
を
ふ
れ
ず
、
さ
ら
に
昭
和
三
三
年
の
減
税
目
標
の
大
改
革
の
際

も
、
三
五
年
の
改
正
で
も
前
記
の
如
く
単
な
る
技
術
的
改
正
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、
最
近
の
相
続
税
へ
の
無
関
心
を
示
す
政
治
態
度

と
称
し
て
も
過
言
で
な
い
。

　
な
お
、
最
後
に
、
わ
が
国
家
財
政
、
と
り
わ
け
そ
の
租
税
収
入
の
上
で
、
こ
の
相
続
税
が
い
か
な
る
地
位
を
占
め
て
変
遷
し
た
か
を
瞥

　
　
ヘ
ロ
リ

見
す
る
。　

（
年
度
）

明
治
三
八
年

〃
　
四
二
年

大
正
　
二
年

大
正
　
八
年

大
正
一
四
年

　
（
税
収
合
計
）

二
五
一
、
二
七
五

三
一
二
、
四
〇
七

三
六
九
、
四
七
九

八
三
四
、
六
四
八

八
九
四
、
八
九
四

（
単
位
千
円
）

一に円ミ翼へ箱
　　　　　ぐノニレ三杢読二夫難
四八一二四
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昭
和
　
五
年
　
　
　
　
八
三
五
、
三
七
九
　
　
　
　
　
　
　
二
九
、
二
二
四
　
　
　
七
　
位

　
昭
和
一
一
年
　
　
一
、
〇
五
一
、
七
六
一
　
　
　
　
　
　
三
一
、
七
九
〇
　
　
　
九
　
位

　
昭
和
二
一
年
二
九
、
七
〇
四
、
八
六
八
　
　
　
三
五
九
、
二
八
四
　
九
位

　
昭
和
三
六
年
　
　
二
、
〇
三
八
、
七
〇
九
（
単
位
百
万
円
）
一
五
、
六
八
九
　
　
　
八
　
位

（一

j
　
こ
の
大
正
一
五
年
の
改
正
で
は
、
ω
所
得
税
を
改
正
し
て
直
接
国
税
体
系
の
中
軸
と
し
、
地
租
、
常
業
税
の
代
り
に
新
設
さ
れ
た
営
業
収
益
税
、

　
　
資
本
利
子
税
を
加
え
、
他
面
、
通
行
税
、
醤
油
税
、
売
薬
税
な
ど
を
廃
止
し
、
織
物
消
費
税
も
改
正
し
て
綿
織
物
を
除
き
、
も
っ
て
大
衆
課
税
的
要

　
　
素
を
減
少
さ
せ
、
そ
の
代
り
財
源
と
し
て
相
続
税
、
酒
税
、
骨
脾
税
を
増
徴
し
、
清
涼
飲
料
税
の
新
設
、
関
税
定
率
法
の
改
．
正
増
徴
を
行
な
っ
た
も

　
　
の
で
あ
る
。

（
二
）
昭
和
二
五
年
の
シ
ヤ
ウ
プ
勧
告
に
も
と
つ
く
税
制
改
正
は
、
　
ω
中
央
、
　
地
方
を
通
じ
て
税
制
全
般
に
わ
た
り
恒
久
的
、
合
理
的
な
租
税
制
度
と

　
　
し
、
回
租
税
制
度
は
、
相
互
の
関
連
を
考
慮
し
つ
つ
、
全
体
と
し
て
完
全
な
も
の
を
立
案
し
、
8
日
本
経
済
の
現
状
の
下
に
お
い
て
、
経
済
の
安
定

　
　
を
嘉
木
的
な
も
の
と
し
、
均
衡
予
算
と
租
税
収
入
と
に
重
点
を
お
く
、
岡
中
央
、
地
方
の
税
制
全
般
に
わ
た
っ
て
負
担
の
公
平
を
図
り
．
、
負
担
力
に

　
応
じ
た
公
平
な
税
制
を
樹
立
す
る
。
困
税
制
の
公
平
化
に
対
応
し
て
税
務
執
行
の
公
平
化
と
、
適
確
な
税
務
行
政
を
実
施
す
る
。
8
地
方
財
政
の
確

　
立
と
地
方
自
治
の
健
全
な
発
達
を
期
す
る
。
0
↓
日
本
経
済
の
現
状
に
照
し
資
木
の
蓄
積
を
図
り
事
業
活
動
を
盛
に
し
、
生
産
の
復
興
を
期
す
る
こ
と
・

　
　
が
急
務
で
あ
る
の
で
、
税
制
の
上
に
お
い
て
も
相
当
の
考
慮
を
加
え
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
た
。
な
お
、
こ
の
シ
ヤ
ウ
プ
勧
告
の
詳
細
は
、
大
蔵
・

　
省
財
務
局
発
行
「
シ
ヤ
ウ
プ
税
制
改
正
勧
告
書
」
参
照
。

（
三
）
従
来
の
遺
産
課
税
主
義
を
廃
し
て
、
相
続
財
産
を
取
得
し
た
相
続
人
若
し
く
は
受
遺
者
、
ま
た
は
贈
与
財
産
の
受
贈
者
の
側
に
お
い
て
、
そ
の
取

　
得
し
た
財
産
を
ま
と
め
て
課
税
す
る
取
得
者
課
税
主
義
に
変
え
、
も
っ
て
財
産
取
得
課
税
と
し
て
の
実
質
的
公
平
を
期
す
る
意
昧
で
、
そ
の
者
の
一

　
生
を
通
じ
て
累
積
課
税
の
制
度
を
採
用
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ω
相
続
税
負
担
が
各
相
続
人
に
、
よ
り
公
平
に
分
配
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
回
取
得

　
者
課
税
が
、
遺
産
課
税
の
場
合
に
比
し
て
、
広
範
囲
に
密
を
分
散
す
る
結
果
と
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
相
続
税
率
の
累
進
率
の
高
い
こ
と
が
、
そ
の
効
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果
を
一
層
顕
著
に
す
る
。
困
制
度
が
簡
単
で
あ
る
こ
と
、
目
さ
ら
に
累
積
課
税
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
前
贈
与
と
死
後
の
遺
贈
と
の
間
の
負
担

　
が
全
く
同
じ
く
な
り
、
真
の
公
平
を
期
し
得
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
相
続
税
制
の
二
五
年
改
正
の
詳
細
な
理
由
と
特
色
は
、
前
掲

　
書
参
照
。

（
匹
）
昭
和
三
六
年
三
月
末
の
租
税
収
入
を
示
せ
ば
　
の
法
人
税
六
九
八
、
五
三
九
（
単
位
百
万
円
）
、
口
所
得
税
四
九
〇
、
六
六
一
、
　
（
内
、
源
泉
分

　
三
六
七
、
七
三
九
、
申
告
分
一
二
二
、
九
二
二
）
日
酒
税
二
九
六
、
八
八
六
、
四
揮
発
油
税
＝
二
八
、
一
八
○
、
伽
関
税
＝
二
七
、
三
九
五
、
因
印

　
紙
収
入
五
九
、
八
二
七
、
㈲
砂
糖
消
費
税
三
〇
、
二
八
二
、
囚
相
続
税
一
五
、
六
八
九
、
伽
有
価
証
券
取
引
税
一
一
、
六
〇
八
、
絹
通
行
税
四
、
七

　
三
九
、
団
再
評
価
税
一
、
三
五
八
、
白
取
引
所
税
一
、
二
八
三
、
白
そ
の
他
の
順
位
と
な
り
、
一
般
会
計
分
の
総
計
は
一
、
九
九
三
、
八
二
一
と
な

　
　
っ
て
い
る
（
大
蔵
省
発
表
三
七
、
四
、
二
一
朝
日
新
闘
所
載
）

四
、
現
行
の
相
続
税
制
の
特
質

　
　
　
イ
法
一
般
に
対
す
る
特
質
　
　
税
法
は
、
そ
の
法
的
性
格
は
公
法
、
そ
し
て
行
政
法
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
終
戦
後
の
税
制

　
　
は
、
民
主
化
行
政
法
の
性
格
を
著
し
く
現
わ
し
、
納
税
者
の
権
利
保
護
を
、
そ
の
租
税
法
律
主
義
の
徹
底
、
異
議
の
申
立
制
度
の
確
立
、

　
　
そ
し
て
直
接
税
に
つ
き
申
告
納
税
制
度
を
採
用
す
る
な
ど
の
部
面
に
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
昭
和
三
四
年
の
新
国
税
徴
収
法
の
制
定
に
よ

　
　
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
国
税
絶
対
優
位
の
原
則
を
や
め
、
　
課
税
権
者
で
あ
る
国
家
と
納
税
義
務
者
の
間
を
、
　
権
力
関
係
と
す
る
色
彩
を
や

　
　
め
、
対
等
の
債
権
関
係
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
一
変
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
税
法
は
、
そ
も
そ
も
収
入
目
的
を
主
目
的
と
す
る
技
術

　
　
法
で
あ
り
、
極
め
て
政
治
性
を
持
ち
、
変
動
性
の
著
し
い
法
分
野
と
し
て
の
特
質
を
持
つ
が
、
相
続
税
法
も
、
こ
の
如
き
税
法
一
般
の
共

説　
　
通
特
質
を
保
有
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

論　
　
　
さ
ら
に
立
法
技
術
上
の
特
色
と
し
て
、
実
体
法
と
手
続
法
、
そ
し
て
罰
則
を
も
、
一
法
典
の
中
に
備
え
る
い
わ
ゆ
る
自
足
立
法
形
式
を
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採
っ
て
い
る
こ
と
も
他
の
諸
税
法
と
共
通
で
あ
る
。

説　
　
　
ロ
税
法
中
に
お
け
る
相
続
税
法
の
特
質
　
　
相
続
税
法
も
税
法
の
一
で
あ
る
以
上
、
税
法
と
し
て
の
目
的
を
有
す
る
も
の
で
な
く
て
は

論　
　
な
ら
ぬ
。
そ
の
税
法
に
は
、
い
わ
ゆ
る
主
目
的
と
副
目
的
と
が
あ
る
。
主
目
的
は
税
収
入
を
あ
げ
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
当
然
の
筈
で
を

　
　
る
。
と
こ
ろ
が
現
行
の
税
法
で
は
、
そ
の
主
目
的
を
二
の
次
と
し
て
、
副
目
的
の
み
が
著
し
く
作
用
し
、
活
濃
に
現
わ
れ
て
い
る
も
の
が

　
　
少
く
な
い
。
こ
の
相
続
税
法
が
、
そ
の
著
し
い
も
の
の
一
と
解
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
税
収
を
可
及
的
に
あ
げ
る
と
い
う
税

　
　
本
来
の
目
的
に
奉
仕
す
る
よ
り
以
上
に
、
副
目
的
と
称
さ
れ
る
他
の
目
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
税
制
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
税
法
で
あ
る

　
　
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
税
法
に
お
け
る
副
目
的
と
し
て
起
用
さ
れ
る
も
の
に
、
産
業
政
策
的
目
的
、
社
会
政
策
的
目
的
、
金

　
　
融
政
策
的
目
的
な
ど
種
々
が
あ
る
が
、
こ
の
相
続
税
制
に
著
し
い
の
は
、
社
会
政
策
的
目
的
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
は
相
続
と
い
う
機
会

　
　
に
、
富
の
再
分
配
を
兼
ね
て
行
な
お
う
と
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
は
米
国
の
相
続
税
が
、
最
高
七
七
％
と
い
う
高
率
累

　
　
進
税
率
を
と
り
、
わ
が
国
の
相
続
税
で
も
、
昭
和
二
五
年
の
新
相
続
税
法
制
定
時
は
九
〇
％
と
い
う
最
高
率
を
定
め
て
い
た
こ
と
、
そ
し

　
　
て
現
行
法
も
、
既
述
の
如
く
、
相
続
税
で
一
億
円
以
上
の
相
続
財
産
に
つ
き
最
高
七
〇
％
の
率
を
定
め
、
贈
与
税
で
は
三
千
万
円
以
上
の

　
　
金
額
に
同
じ
く
七
〇
％
を
課
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
し
か
く
言
え
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
相
続
税
制
は
、
初
め

　
　
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
社
会
政
策
的
目
的
を
強
く
保
持
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
、
大
き
な
間
違
い
で
あ
る
と
指
摘
し
た
い
の
で
あ
る
。

　
　
す
な
わ
ち
、
H
日
露
戦
争
の
巨
大
戦
費
を
賄
う
た
め
に
、
明
治
三
八
年
に
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
国
そ
し
て
わ
が
国
の
税
制
で

　
　
社
会
政
策
的
目
的
の
逐
行
を
一
目
標
と
し
て
大
変
革
を
行
っ
た
大
正
一
五
年
の
改
正
で
も
、
最
高
税
率
は
千
分
の
二
百
十
、
す
な
わ
ち
二

　
　
一
％
ま
で
で
あ
っ
た
こ
と
、
◎
し
か
も
そ
の
後
減
率
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
同
じ
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
も
あ
り
、
同
国
で
は
相

　
　
続
税
全
廃
案
が
議
会
に
提
出
さ
れ
た
事
実
さ
え
あ
る
。
故
に
そ
の
現
行
法
的
性
格
は
シ
ヤ
ウ
プ
勧
告
に
も
と
つ
く
昭
和
二
五
年
の
相
続
税

　
　
法
以
来
の
著
し
い
性
格
に
過
ぎ
な
い
と
言
え
よ
う
。
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第
二
の
特
色
は
、
他
の
税
法
は
、
所
得
税
法
が
所
得
税
を
、
法
人
税
法
は
法
人
税
を
、
酒
税
法
は
酒
税
を
と
い
う
よ
う
に
、
一
種
の
税

　
　
種
毎
の
単
行
立
法
と
い
う
形
式
を
採
っ
て
い
る
の
に
、
こ
の
相
続
税
法
は
、
相
続
税
と
贈
与
税
の
二
種
の
税
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
・

　
　
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
は
、
前
記
の
如
き
沿
革
的
理
由
と
補
完
関
係
に
あ
る
税
種
で
あ
る
こ
と
か
ら
き
て
い
る
特
色
と
言
え
よ
う
。

　
　
第
三
に
、
所
得
税
、
法
人
税
、
関
税
な
ど
の
諸
法
に
比
し
て
、
比
較
的
に
改
正
回
数
の
少
な
い
税
法
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち

　
税
法
は
既
述
の
如
く
、
変
動
性
を
そ
の
一
特
色
と
す
る
法
分
野
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
は
変
動
性
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
課
税

　
対
象
が
経
済
現
象
や
国
民
所
得
の
変
動
で
、
相
続
財
産
の
多
寡
を
招
来
す
る
が
、
相
続
課
税
が
現
わ
れ
る
人
の
死
亡
自
体
は
、
そ
れ
ほ
ど

　
　
激
変
の
あ
る
も
の
で
な
い
こ
と
も
一
因
で
あ
ろ
う
が
、
他
面
、
国
家
が
こ
の
相
続
税
か
ら
の
財
政
収
入
を
左
程
重
視
し
て
い
な
い
こ
と
を

　
　
現
わ
す
も
の
と
も
言
え
よ
う
。
ま
た
相
続
税
制
は
、
他
の
諸
税
と
く
に
法
人
税
、
所
得
税
、
関
税
な
ど
に
比
し
、
そ
の
時
々
の
政
治
政
策

　
　
が
反
映
す
る
こ
と
の
少
な
い
分
野
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
は
一
つ
に
は
、
時
の
前
後
に
よ
っ
て
相
続
税
の
負
担
を
著
し
く
変
え
る
こ

　
　
と
は
、
税
の
公
平
の
点
か
ら
も
許
さ
れ
な
い
と
の
考
慮
に
よ
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

　
　
　
第
四
に
、
相
続
税
は
人
税
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
税
負
担
が
人
に
よ
り
著
し
く
不
公
平
と
な
っ
て
は
な
ら
ぬ
わ
け
で
あ
る
が
、
沿
革
的

　
　
に
は
、
む
し
ろ
人
税
ら
し
く
な
く
、
被
相
続
人
と
の
親
疎
、
さ
ら
に
家
督
相
続
と
遺
産
相
続
を
す
る
者
に
よ
っ
て
、
著
し
い
差
別
課
税
を

　
　
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
昭
和
二
二
年
の
改
正
法
で
家
督
相
続
税
を
廃
止
し
、
二
五
年
の
税
法
で
は
被
相
続
人
と
の
間
の
親
疎
に
よ
る
差

　
　
別
課
税
を
な
く
し
、
単
に
相
続
財
産
額
の
大
小
に
よ
る
累
進
課
税
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
強
度
の
超
過
累
進
税
率
に
よ
る
も

　
　
の
で
あ
る
点
で
、
所
得
税
と
同
性
質
で
、
法
人
税
と
著
し
く
対
照
的
な
性
格
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
　
た
だ
、
現
行
法
も
、
配
偶
者
の
場

　
合
、
十
八
才
未
満
の
場
合
、
お
よ
び
老
年
者
の
場
合
に
、
人
に
よ
る
差
別
取
扱
を
行
な
っ
て
居
り
、
別
に
相
次
相
続
の
場
合
の
特
別
控
除

説　
　
制
を
維
持
し
て
い
る
。

論　
　
第
五
に
、
相
続
税
は
国
税
の
直
接
税
と
し
て
、
申
告
納
税
の
制
度
と
な
っ
て
い
る
。
直
接
税
す
な
わ
ち
納
税
義
務
者
と
担
税
者
が
同
一
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人
を
予
定
し
た
税
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
既
述
の
如
く
昭
和
二
五
年
法
の
制
定
当
時
の
い
わ
ゆ
る
遺
産
課
税
主
義
か
ら
、
二
八
年
改
正
法
で

説　
相
続
人
課
税
主
義
に
変
革
さ
れ
て
徹
底
し
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
申
告
納
税
は
、
　
「
自
己
の
税
額
は
自
分
で
決
め
る
」
と
い
う
民
主
的
で

論　
　
且
つ
公
民
意
識
と
自
治
意
識
に
富
む
制
度
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
後
述
す
る
如
く
、
批
判
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
　
第
六
に
相
続
税
法
は
、
現
行
税
制
の
中
で
、
物
納
を
認
め
る
唯
一
の
税
法
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
近
代
税
制
は
各

　
　
国
と
も
金
納
税
を
採
る
も
の
で
、
わ
が
国
も
明
治
六
年
の
地
租
条
例
改
正
以
来
、
金
納
制
と
な
っ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
相
続
税
法

　
　
に
定
め
る
相
続
税
と
贈
与
税
に
つ
い
て
は
、
初
め
か
ら
「
物
納
」
を
認
め
る
態
度
を
維
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
の
死
亡
と

　
　
い
う
事
実
が
不
測
で
あ
り
、
従
っ
て
納
税
準
備
が
極
め
て
困
難
で
あ
り
、
そ
の
財
産
が
多
種
に
亘
り
且
つ
一
時
且
つ
多
額
の
現
金
納
税
が

　
困
難
が
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
や
む
を
得
な
い
と
こ
ろ
と
言
え
よ
う
。
ま
た
そ
の
た
め
に
、
こ
の
相
続
税
に
つ
い
て
は
、
明
治
三
八
年
の
相

　
続
税
創
設
当
初
か
ら
延
納
制
度
が
許
容
さ
れ
、
そ
の
年
限
は
創
設
時
の
三
年
か
ら
七
年
、
十
年
と
伸
び
た
こ
と
も
あ
る
が
、
現
行
制
度
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご

　
　
五
年
を
原
則
と
し
、
そ
の
相
続
財
産
に
不
動
産
、
立
木
な
ど
の
占
め
る
率
が
半
額
以
上
の
と
き
に
十
年
と
す
る
の
は
妥
当
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
（
一
）
　
こ
の
税
の
延
納
制
度
は
、
相
続
税
の
み
で
は
な
く
、
資
産
再
評
価
税
な
ど
で
は
、
原
則
的
な
制
度
と
も
な
っ
て
い
る
（
資
産
再
評
価
法
六
〇
条
以

　
　
　
　
下
）
。
し
か
し
相
続
税
に
つ
い
て
特
に
多
く
利
用
さ
れ
る
点
で
一
特
徴
と
し
て
良
、
い
と
考
え
る
。

　
　
　
ハ
比
較
法
的
特
色
　
　
わ
が
相
続
税
法
は
、
相
続
税
と
共
に
無
償
取
得
に
対
す
る
贈
与
税
の
制
度
を
配
し
て
、
そ
の
補
完
税
と
し
て
い

　
　
る
が
、
こ
の
種
の
方
式
を
採
用
す
る
立
法
は
少
く
、
僅
か
に
英
国
の
そ
れ
が
似
る
が
、
同
国
の
遺
産
取
得
税
は
、
死
亡
贈
与
の
み
を
対
象

　
と
す
る
に
対
し
、
わ
が
国
の
贈
与
税
は
遺
贈
以
外
の
一
般
贈
与
を
も
対
象
と
す
る
点
で
異
な
る
。

　
　
　
さ
ら
に
わ
が
現
行
法
は
慨
述
の
如
く
遺
産
の
取
得
者
に
対
し
て
課
税
し
、
遺
産
自
体
に
課
税
す
る
方
式
を
と
っ
て
い
な
い
が
、
独
国
の

　
制
度
は
こ
れ
と
同
じ
い
が
、
被
相
続
人
と
の
親
疎
に
よ
り
課
税
率
を
区
別
し
て
い
る
点
で
異
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
米
国
及
び
英
国
は
、

　
遺
産
課
税
主
義
を
採
用
し
て
い
る
。
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ま
た
わ
が
国
の
相
続
税
も
、
最
高
税
率
を
百
分
の
七
〇
と
す
る
超
過
累
進
税
率
を
採
用
し
て
い
る
が
、
こ
の
率
に
つ
い
て
は
、
米
国
は

　
　
わ
が
国
よ
り
も
高
く
七
七
％
ま
で
の
も
の
を
有
し
、
仏
は
八
○
％
、
英
国
は
七
五
％
、
独
は
六
〇
％
で
あ
り
、
さ
し
て
相
異
が
な
い
。
た
．

　
　
だ
わ
が
国
の
昭
和
二
五
年
の
相
続
税
法
は
九
〇
％
と
い
う
税
率
を
保
有
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

　
　
　
二
相
続
税
の
本
質
論
　
　
わ
が
国
で
、
相
続
税
は
明
治
三
八
年
に
創
設
さ
れ
、
そ
の
後
屡
々
改
正
さ
れ
、
新
法
で
代
置
さ
れ
な
が
ら
も
．

　
　
存
続
を
続
け
た
税
種
で
あ
る
。
そ
し
て
創
設
当
時
に
お
い
て
、
相
続
税
を
課
税
す
る
こ
と
の
説
明
と
し
て
、
8
相
続
の
開
始
が
あ
っ
た
場

　
　
合
に
、
そ
の
相
続
の
開
始
に
よ
り
、
遺
産
を
取
得
す
る
者
に
対
し
て
あ
る
程
度
の
課
税
を
行
な
う
こ
と
は
、
相
続
の
開
始
に
よ
り
遺
産
を
．

　
　
取
得
し
な
か
っ
た
者
と
の
権
衡
上
か
ら
も
是
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
口
他
方
、
相
続
税
を
課
税
す
る
こ
と
に
よ
り
、
相
続
人
の
遺
産

　
　
に
対
す
る
浪
費
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
た
。
こ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
相
続
税
は
、
相
続
開
始
に
よ
っ
て
生
ず
る
財
産
流

　
　
通
税
と
も
見
え
、
ま
た
は
財
産
の
偶
発
的
利
得
に
対
す
る
課
税
と
も
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
財
産
を
相
続
す
る
者
と
し
な
い
者
と
の
権
衡

　
　
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
社
会
政
策
的
課
税
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
た
め
に
従
来
、
こ
の
相
続
税
の
本
質
に
つ
い
て
、
H
官
没
拡
張
説
、

　
　
◎
勤
労
実
費
説
、
日
社
会
政
策
説
、
㈲
偶
発
利
得
説
、
㈲
国
家
共
同
相
続
説
、
因
流
通
税
説
、
㈹
手
数
料
説
な
ど
と
い
う
各
糧
の
諸
説
が

　
　
存
す
る
。
し
か
し
現
行
法
が
各
相
続
人
に
対
し
て
課
税
し
て
お
り
、
所
得
税
が
一
時
所
得
の
よ
う
な
所
得
源
泉
を
伴
わ
な
い
も
の
も
、
そ

　
　
の
課
税
対
象
に
加
え
て
い
る
点
に
か
ん
が
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
相
続
、
贈
与
な
ど
も
、
そ
の
人
の
一
時
所
得
と
し
て
所
得
税
の
対
象
と
し

　
　
て
可
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
別
個
の
上
種
と
し
た
理
由
は
、
社
会
政
策
の
遂
行
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
現
行
の
日
本
の
相
続
税
に
つ

　
　
い
て
と
同
じ
く
、
米
、
独
、
英
、
仏
の
そ
れ
に
つ
い
」
て
も
、
そ
の
累
進
税
率
の
高
い
と
こ
ろ
が
ら
も
言
い
得
る
か
と
考
え
る
。
し
か
し
各

　
　
国
の
相
続
税
の
沿
革
か
ら
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
社
会
政
策
説
が
妥
当
せ
ず
、
流
通
税
説
を
妥
当
と
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
も
の
で

説　
　
あ
る
。

論　
　
　
（
一
）
な
お
、
こ
の
相
続
税
の
性
質
に
つ
い
て
の
研
討
は
、
別
の
機
会
に
詳
細
に
吟
味
し
た
い
と
考
え
る
が
、
わ
が
国
で
は
桜
井
四
郎
著
「
相
続
税
法
の
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解
説
」
」
三
頁
以
下
、
庭
山
慶
一
郎
氏
「
相
続
税
法
」
四
頁
以
下
な
ど
参
照
。

……ム

5冊 説

五
、
相
続
税
廃
止
論
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既
述
の
如
く
、
現
行
の
相
続
税
の
制
度
は
、
富
の
再
分
署
と
い
う
社
会
政
策
的
役
割
が
大
き
い
と
一
般
に
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

は
古
来
の
性
格
で
は
な
く
、
　
現
に
所
得
税
が
強
度
の
累
進
課
税
制
を
維
持
し
て
、
　
社
会
政
策
的
目
的
を
も
遂
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
上
に
重
ね
て
こ
の
相
続
税
制
を
維
持
し
て
二
重
に
社
会
政
策
を
、
し
か
も
同
じ
く
国
税
を
通
じ
て
や
る
こ
と
は
、
実
質
的
二
重

課
税
政
策
と
の
批
難
を
免
れ
な
い
。
　
し
か
も
、
国
家
の
税
収
入
の
上
で
、
重
要
で
あ
る
と
は
、
既
述
の
統
計
が
示
す
如
く
、
し
か
く
強

く
言
え
な
い
実
情
に
あ
る
。
そ
の
上
に
、
二
五
年
法
と
異
な
り
、
各
相
続
人
別
の
課
税
主
義
を
と
る
た
め
に
、
税
務
徴
税
費
の
比
較
的
に

多
く
．
要
す
る
下
種
で
あ
る
。
現
に
ア
メ
リ
カ
で
も
、
一
九
二
八
年
に
時
の
蔵
相
メ
ロ
ン
が
同
国
国
会
に
相
続
税
廃
止
案
を
出
し
た
事
例
も

あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
何
よ
り
も
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
社
会
主
義
制
度
の
ソ
連
が
、
私
有
財
産
に
つ
き
相
続
を
認
め
な
が
ら
、
そ
れ

を
課
税
対
象
と
し
て
い
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
同
国
の
租
税
収
入
は
、
流
通
税
そ
の
他
少
数
の
税
種
の
収
入
を
も
っ
て
、
容
易

に
国
家
財
政
を
賄
い
得
る
と
い
う
特
異
の
事
情
が
あ
る
に
し
て
も
、
累
進
相
続
税
制
、
さ
ら
に
は
私
有
財
産
一
代
制
と
す
る
こ
と
に
よ
る

弊
害
の
方
を
多
し
と
判
断
し
て
い
る
こ
と
に
も
と
つ
く
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
ソ
連
の
私
有
財
産
は
、
現
金
及
び
消
費
手
段
の
み

で
、
生
産
手
段
の
私
有
を
許
容
し
な
い
か
ら
、
殊
更
ら
富
の
再
分
配
を
人
間
の
死
亡
を
契
機
と
し
て
計
る
必
．
要
が
少
な
い
か
ら
と
の
議
論

も
一
応
肯
け
る
が
、
わ
が
国
で
も
重
．
要
な
生
産
施
設
は
殆
ん
ど
会
社
財
産
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
相
続
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
し
か
も
、
わ

が
国
の
「
法
人
成
り
」
が
、
最
近
極
め
て
著
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
医
療
法
人
、
農
業
法
人
、
そ
し
て
宗
教
法
人
、
学
校
法
人
等
、

々
、
法
人
財
産
化
の
工
夫
が
広
く
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。



　
一
歩
譲
っ
て
、
相
続
税
制
を
持
続
す
る
と
す
れ
ば
、
現
行
の
各
相
続
人
課
税
主
義
を
や
め
て
、
二
五
年
法
の
如
く
、
遺
産
課
税
主
義
を

採
用
し
、
申
告
納
税
制
で
は
な
く
、
賦
課
納
税
制
と
す
べ
き
こ
と
を
提
唱
し
た
い
。
そ
の
理
由
は
、
第
一
に
課
税
の
便
宜
に
適
し
、
徴
収

最
少
費
の
原
則
に
最
も
適
す
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
各
相
続
人
に
つ
き
申
告
期
限
が
区
々
と
な
り
、
従
っ
て
、
そ
の
間
に
財
産
評
価
も

異
な
る
こ
と
に
な
り
、
徒
ら
に
繁
雑
さ
と
不
公
平
を
招
来
す
る
だ
け
で
あ
り
、
加
算
税
そ
の
他
の
処
理
に
つ
い
て
も
、
困
難
な
問
題
が
あ

り
、
早
急
に
遺
産
課
税
主
義
に
復
帰
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
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